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平成２２年度 第６回 府中市国民健康保険運営協議会（平成２３年１月２６日開催） 

 

会議録（要点筆記） 

 
会   長：平成２２年度第６回府中市国民健康保険運営協議会を始めさせていただ

きます。本日の会議は傍聴希望の方がいらっしゃいます。府中市附属機関

等の会議の公開に関する規則により、傍聴を認めてよろしいでしょうか。 
全 委 員：異議なし 
会   長：傍聴希望の方はお入りください。 
         （傍聴希望者入場） 
 
日程第１ 府中市国民健康保険条例の一部改正について（諮問） 
 
会   長：日程第１の「府中市国民健康保険条例の一部改正について」（諮問）を

議題とします。 
事務局より説明願います。 
 

保険年金課長補佐が諮問書の読上げ及び諮問内容について説明を行った 
 

会   長：説明が終わりました。ご質問をお受けいたします。 
委 員：社会保険が出産育児一時金の金額について恒久化するということですが、

国保としても恒久化すると捉えていいですか。また、国からの補助が４

分の１に減るということですが、実際、国庫補助が４分の１に減った場

合、２分の 1 補助で計上している予算について、どのように対応される

のでしょうか。 
保 険 年 金 課 長：社会保険における恒久化ですが、今現在の暫定措置を本則に直すという

ことで、根拠法令の健康保険法施行例の改正が予定されています。国民

健康保険もこれに準じて、任意給付ですので各市の条例で制定するとい

う形になっております。今回、府中市の条例では付則として３７万円を

３９万円とするとなっていましたが、この条例自体を３９万円にすると

いうことでございます。国庫補助金の影響ですが、出産育児一時金の対

象者を３８０人と想定しておりますので、影響額としては当初予算では

７６０万円となります。そのため、補助金が減った場合はその２分の１

の３８０万円が不足となります。これにつきましては来年度の補正予算

等で対応していきたいと考えております。 
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委 員：本則を改正するということは、恒久化ということではないということで

すね。 
保 険 年 金 課 長：条例の改正をさせていただきますので、平成２３年４月１日以降は３９

万円と産科保障医療制度の３万円が加わり、４２万円となります。 
会   長：他にご質問がないようですので、答申の内容につきましては会長にご一

任いただき、市長に答申させていただくということで取りまとめたいと

思いますが、よろしいでしょうか。 
全 委 員：異議なし 
会   長：それでは本件は了承といたします。 
  
日程第２ 平成２２年度府中市国民健康保険特別会計補正予算の概要について 
 
会   長：日程第２の「平成２２年度府中市国民健康保険特別会計補正予算の概要

について」を議題とします。 
事務局より説明願います。 
 

保険年金課長補佐が資料１の説明を行った 
 

会   長：説明が終わりました。ご質問をお受けいたします。 
委 員：歳入の項目で保険税が２億３千万円のマイナス補正となっていますが、

理由としては、非自発的離職者の保険税軽減と所得の減少とどちらが多

いのでしょうか。国保加入者の現状を教えてください。また、歳出にお

いては保険給付費の４億５千万円がマイナス補正となっていますが、こ

の理由を詳しく教えてください。 
保 険 年 金 課 長：１点目の保険税の減額理由について、非自発的離職者の影響額は約１億

円、残りの１億３千万円が加入者の所得の減少によるものです。２点目

の保険給付費については金額は大きいですが、割合としては３．１％の

減額となります。当初予算は前年度の決算見込み額に基づいて算出しま

すが、その２１年度の決算において多額の不用額が生じております。 
委 員：非自発的離職者の減免についてですが、当初は２５５人を予定している

としておられましたが、府中ハローワーク管轄の平成２１年度の非自発

的離職者は１２、９００人となっています。この場合、今回の約１億円

の補正と当初見込んでいた２５５件との関連はどのようになっていま

すか。 
保 険 年 金 課 長：第１回会議で申し上げました２５５件は平成２１年度の非自発的離職者

に対する府中市独自の減免対象者として説明したものであります。非自

発的離職者の減免については国から様々な通知がきております。府中市
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としてはいち早く取り入れるために市独自で非自発的離職者の軽減制

度を設けまして、平成２１年度の対象件数が２５５件でございました。

平成２２年度から国の制度として設けられましたが、当初予算の時点で

この影響額が見込めなかったため、１２月末までの対象件数や金額が把

握できてきたこの時点で、補正させていただくものです。また、関係機

関と協議の上、制度自体の周知も図っていくことで申請漏れのないよう

に対応したいと考えております。 
委 員：各関係機関とおっしゃいましたが、ハローワーク等とは打ち合わせされ

ておられるのでしょうか。 
保 険 年 金 課 長：昨年の２月からハローワークは独自のチラシを作成して、１人１人配布

しておられるということでしたので、府中市としての考え方も入れた上

でＰＲしていただくようお願いしました。その後はハローワークと協議

し、ＰＲを図っております。 
委 員：確認ですが、非自発的離職者の軽減とは前年中の所得を１００分の３０

として保険税を計算するということでよろしいでしょうか。 
保 険 年 金 課 長：本来保険税は、前年中の所得に対して課税いたしますが、この所得金額

に１００分の３０を乗じて保険税を計算するというものでございます。

また、非自発的離職者の１２月末時点の対象件数が９５２件、影響額と

して９，６００万円でございます。これを３月末までと見込んだものを

今回補正させていただきました。 
会   長：他にご質問がないようですので、本件は了承とさせていただいてよろし

いでしょうか。 
全 委 員：異議なし 
会   長：それでは本件は了承といたします。 
 
日程第３ 平成２３年度府中市国民健康保険特別会計予算の概要について 
 
会   長：日程第３の「平成２３年度府中市国民健康保険特別会計予算の概要につ

いて」を議題とします。 
事務局より説明願います。 
 

保険年金課長補佐が資料２の説明を行った 
 

会   長：説明が終わりました。ご質問をお受けいたします。 
委 員：保険税の見直しと軽減割合の見直しが広報に出ていましたが、市民から

問い合わせはありましたか。 
保 険 年 金 課 長：このことについては１１月の広報から毎月１回掲載しておりましたが、
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１月１１日号で保険税の見直しの内容をお伝えしましたところ、市民の

方から問い合わせがございました。主な内容はなぜ国保税を上げるのか

や軽減の内容についてです。予定としては２月に問い合わせの内容を踏

まえた上で、Ｑ＆Ａ方式の記事を掲載し、周知を図っていきたいと考え

ております。 
委 員：その他繰入れがいわゆる法定外繰入れのことだと理解しています。前回

まで行った見直しの審議の時に、法定外繰入れは３７％を上限に行うと

決めましたが、金額的に３億円から４億円減っていてずいぶん減額にな

っているように思われます。また、税率の見直しを行ったにもかかわら

ず、全体の税収は増えていません。もし、保険給付費が増えるようであ

れば、繰入金も増えると理解していいでしょうか。 
保 険 年 金 課 長：もともとの税率で算定した場合と、今回見直した新しい税率で算定した

場合で約４億円ほどの差がございました。これが昨年中ご審議いただい

た時は平成２２年度の当初課税時の所得状況に応じて積算した数字で

したが、その時と比べると６，５００万円くらい差が出ております。保

険税を上げさせていただいた影響で赤字繰入が減っている状況です。ま

た前期高齢者交付金も多くなっておりますが、これは先ほど説明した中

で平成２２年度分は平成２０年度の精算分でございました。平成２０年

度中は２億５千万円ほど過大交付がされておりましたので、平成２２年

度は相殺されて交付されております。２２年度は２１年度が約３億９，

９００万円過小交付だったと見込まれておりますので、その影響で約６

億５千万円増えております。こういった影響で赤字繰入が減ったとご理

解ください。保険給付費が増大した場合は、他に財源がございませんの

で国や都からの補助分を引いた額を、いわゆる赤字繰入で補填しなけれ

ばなりません。 
委 員：前回までの審議の中で、被保険者の高齢化により保険給付費が増えると

言われていましたが、それほど保険給付費が増えないのであれば保険税

を上げなくても良かったのではないかと思います。 
保 険 年 金 課 長：昨年ご審議いただきました保険税の見直しにつきましては、平成２２年

度の決算見込を踏まえた上で２３年度・２４年度をご審議いただきまし

た。２２年度の保険給付費につきましては約５億円の不用額が出るとい

う前提のもとに２３年度、２４年度の財政収支見込みを作成しておりま

す。２３年度の保険給付費は１４２億７千万円でご提示させていただい

ております。今回ご説明させていただきました当初予算案の保険給付費

は、１４２億４千万円と金額で３千万円、率で０．２％程度の乖離でご

ざいます。 
委 員：世の中財政状況厳しい中で、行政としても保険給付や保健事業等を行っ
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ていることが目に見えるような努力をしていただきたいと思います。歳

出の中で、一般の保険給付費が全部マイナスとなっていますが、その理

由を教えてください。また、保健事業についても今後どのような努力を

されていくのかお答えください。審議するにあたって、滞納額を減らす

ことも議論しましたが、このことについての意気込みを聞かせてくださ

い。 
保 険 年 金 課 長：保険給付費についてですが、平成２２年度の補正後の予算額と見比べて

いただくと分かりやすいかと思いますが、約１％の増となっております。

今年度減額補正を行い、それに対する額とお考えください。保健事業に

ついては、成人病予防・健康に対する意識づくりのために行っておりま

す。府中市においては従来から一般健診等で健康に対する意識が高かっ

たので、他団体に比べると受診率が高くなっております。特定健康診査

が始まった年以降、受診率が５２％前後でここ３年間推移している状況

です。受診率向上策を内部的に検討しているところでございます。 
納 税 課 長 補 佐：滞納額を減らすための努力ですが、答申の付帯意見を拝見させていただ

きました。世帯所得１００万円から３００万円の世帯において、滞納対

策を講じること、納税しやすい仕組みを考慮すること、これらをもとに

２３年度の収納率向上をはかっていきたいと考えております。また、東

京都と協力して新たな滞納対策を構築してまいりたいと考えておりま

す。納税しやすい仕組みとしては、２３年度の当初課税より国保現年課

税分についてコンビニ収納を開始する予定で準備を進めております。平

成２２年度から開始しました軽自動車税では、４４％の方がコンビニ収

納を利用されているという実績がございます。コンビニ収納は収納率の

向上に貢献するものと考えております。最後に世帯所得１００万円から

３００万円の世帯に対しては、納税課の方針といたしましては高額滞納

事案を優先しておりましたが、少額滞納者にも注意を払って、催告・納

税交渉・財産調査を行っていきたいと考えております。 
委 員：府中市の１人当たり医療費は他団体と比べて、そんなに大きくないと考

えておりますが、先日冊子で国分寺市の国保が表彰されておりましたの

で、府中市も表彰されるように頑張っていただきたいと思います。また、

健康推進課と連携しながら、病気の早期発見や健康管理等を一体となっ

て取り組んでいただきたいと思います。 
委 員：昨年５回も国保税について審議しましたが、この議案は議会ではすんな

り通ったのでしょうか。というのも、議会できちんと説明されていない

ように見受けられます。市民への説明が足りていないように感じます。

きちんと説明するようにお願いします。 
会   長：要望として承ります。他にご質問がないようですので、本件は了承とさ
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せていただいてよろしいでしょうか。 
全 委 員：異議なし 
会   長：それでは本件は了承といたします。 
 
 
 
日程第４ 府中市国民健康保険特定健康診査等実施計画の見直しについて 
 
会   長：日程第４の「府中市国民健康保険特定健康診査等実施計画の見直しにつ

いて」を議題とします。 
事務局より説明願います。 
 

保険年金課長補佐が資料３の説明を行った 
 

会   長：説明が終わりました。ご質問をお受けいたします。 
委 員：受診のしやすさや腹囲について男女差というのは考慮されていますか。

どちらが多いのでしょうか。 
保 健 師：腹囲については全国的な基準に基づいてリスクの選定をしていますが、

男性のほうが基準を超える方は多いです。これが府中市だけの傾向か否

かについては比較する資料がありませんので分かりかねます。 
委 員：５ページ、表９内の「他の健診を受けている」の他の健診とは具体的に

どのようなものですか。 
保 健 師：主に府中市で実施している総合健康診査です。他には民間の病院で行わ

れている人間ドックが含まれています。通常健康診査は年１回の受診を

勧めておりますので、このような人間ドックを受診された方については、

特定健康診査は必ずしも実施しなくてもよいと考えております。 
委 員：確かにそのような人は２度受けなくてもいいと思いますが、そういう場

合、この受診率には未受診として計上されているのでしょうか。 
保 健 師：他の健診を受診している方で、特に府中市の総合健康診査のように特定

健康診査の項目を全て網羅して受診している方で、結果の情報提供をい

ただいた方については受診率に含めています。ただ、民間の人間ドック

等は府中市が関与していないということもあり、これらについては含め

ていません。 
会   長：受診率の適正な把握に努めていくには他の健診を受診していることを把

握していくのも一つの方法だろうと思います。 
委 員：通院中・入院中の方については未受診として受診率の計算の時の分母に

入れてしまうと、受診率が下がってしまうので、受診率の出し方という
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のも理論的に、修正後の受診率は何％と併記できると分かりやすいかと

思います。 
委 員：保健指導によって健康状態の改善ができたと結果が出ていますが、保健

指導というのはどのように実施されているのですか。 
保 健 師：対象の皆さんにはまず初回の面接を行って、そこで個々に合わせた栄養

面・運動面等の目標を立てます。その目標を６ヶ月間で達成していくと

いうものです。間に１回セミナーを開催して、グループで学習していた

だく機会を設けております。 
委 員：受診時間や受診場所の工夫はされていますか。 
保 険 年 金 課 長：各医院の都合に応じて、診療時間の中で健診を行っております。期間は

７月から９月の３ヵ月間です。データの管理等の関係もありますので、

最適ではないかと理解しております。しかし、アンケート結果にもござ

いますが、「受診しやすい環境」との要望がありますので、改めて内部

的に検討し、必要があれば関係機関と協議して参りたいと思います。 
委 員：せっかく実施されるのであれば、費用対効果も考えていただきたいと思

います。 
保 険 年 金 課 長：平成２０年度から２１年度は改善する方向になっており、病気になるリ

スク数の減少ということで、一応効果が出ていると理解しております。

今後医療費の適正化にどのようにつながっていくか注視していきたい

と考えております。 
委 員：健康は運動に尽きると思います。体育課などタイアップして市民にいか

に運動をしてもらえるかを考えるべきだと思います。 
保 険 年 金 課 長：保健指導の中で、栄養面・運動面についてきちんと指導していると理解

しております。 
会   長：他にご質問がないようですので、本件は了承とさせていただいてよろし

いでしょうか。 
全 委 員：異議なし 
会   長：それでは本件は了承といたします。 
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